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(57)【要約】
【課題】　従来よりも短時間で湯戻しが可能であり、且
つ良好な食感を有する即席麺およびその製造方法を提供
すること。
【解決手段】　多孔質構造を有した麺であり、特に麺表
面において膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒が
、面積１．０ｍｍ2当たりに１００～３９０粒数の間で
存在し、且つ表面積に対する膨潤した澱粉粒および小孔
が開いた澱粉粒の占める面積率が４５～８０％の間であ
る即席麺。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質構造を有した麺であり、麺表面において膨潤した澱粉粒および小孔の開いた澱粉
粒が、面積１．０ｍｍ2当たりに１００～３９０粒数の間で存在し、且つ麺表面に対する
膨潤した澱粉粒および小孔の開いた澱粉粒の占める面積率が４５～８０％の間である即席
麺。
【請求項２】
　主原料を含む麺生地から形成した生麺線を、温度９５℃～１００℃以下で、３０秒～３
分間、の条件化で前記生麺線を蒸し、且つ高温乾燥することにより、当該生麺線に含まれ
る澱粉の糊化を達成されることを具備する方法により製造された、多孔質構造を有した麺
であり、麺表面において膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒が、面積１．０ｍｍ2

当たりに１００～３９０粒数の間で存在し、且つ表面積に対する膨潤したおよび小孔が開
いた澱粉粒の占める面積率が４５～８０％の間である即席麺。
【請求項３】
　主原料を含む麺生地から形成した生麺線を、温度９５℃～１００℃以下で、３０秒～３
分間、の条件下で前記生麺線を蒸し、且つ高温乾燥することにより、当該生麺線に含まれ
る澱粉の糊化を達成し、多孔質構造を有した麺であり、麺表面において膨潤した澱粉粒お
よび小孔が開いた澱粉粒が、面積１．０ｍｍ2当たりに１００～３９０粒数の間で存在し
、且つ表面積に対する膨潤したおよび小孔が開いた澱粉粒の占める面積率が４５～８０％
の間である即席麺を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、即席麺およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　即席麺は、小麦粉、澱粉またはソバ粉を主原料とした麺塊を容器に入れ、例えば、スー
プや具と一緒にして熱湯を注ぎ、通常３～５分間で湯戻しして喫食される。一般的に、太
い麺の場合には、細い麺に比べて長い湯戻し時間が必要とされる。使用者が空腹を強く感
じている場合、通常の湯戻しの時間が非常に長く感じられることもある。また、それによ
り、実際に使用者が製造者の意図する時間よりも短時間で湯戻しをして食した場合や、注
がれた湯が湯戻しのためには十分に高い温度でない場合に食した場合には、麺が硬く、硬
さにムラがあるなど、食感が損なわれてしまう。
【０００３】
　一般に、即席麺の製造は次のように行われる。通常、小麦粉等を主原料とし、これに水
、食塩、かんすい等をミキシングし、麺生地をつくり、この生地を圧延、切り出すことに
より生麺線が製造される。切り出した生麺線は一般的に飽和蒸気により蒸され、この後、
必要に応じて着味が行われ、所定の長さに切断して１食分計量され、油揚げ、熱風等によ
り乾燥して即席麺が製造される。
【０００４】
　穀物（米、小麦粉等）やイモ類に含まれる澱粉は、原料粉状態では生澱粉と呼ばれ、分
子構造が緻密で消化酵素が作用しにくく、そのため消化が悪い。生澱粉に水を加えて加熱
すると分子構造が崩れ、糊状の澱粉となり、消化酵素の作用を受け易く消化し易い状態と
なる。このように澱粉を加水加熱処理によって、消化し易い形態に変えることを糊化と称
している。
【０００５】
　即席麺の製造における生麺線の糊化は主に「蒸し」により行われている。例えば、切り
出された生麺線をステンレス製のネットコンベヤ－に移乗させ、トンネル型の蒸し機内で
麺線の糊化が行われる。蒸しは通常、飽和蒸気によって行われ、処理時間はおおよそ１～
３分である。この蒸しは、麺質に影響を与える重要な工程であり、目的とする麺の糊化の
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程度などに応じて、温度や時間、蒸気圧、蒸気エネルギー量などの条件を設定する。蒸気
および熱量が不十分であると麺がもろく煮崩れし易くなり、多すぎると麺線が硬くなるな
どの原因となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明の目的は、従来よりも短時間で湯戻しが可能であり、また、同じ戻し時間であ
ればより太いものに特徴が得られ、且つ良好な食感を有する即席麺およびその製造方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１態様は、
　多孔質構造を有した麺であり、特に、麺表面において蒸し工程にて膨潤しただけで乾燥
した、即ち、膨潤したおよび／または乾燥時澱粉粒内部に出来た水蒸気の膨張圧により噴
出孔が開いた即ち、小孔の開いた澱粉粒が面積１．０mｍ2当たりに１００～３９０粒数の
間で存在し、且つ麺表面に対する膨潤したおよび小孔の開いた澱粉粒の占める面積率が４
５～８０％の間である即席麺。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、従来よりも短時間で湯戻しが可能であり、また、同じ戻し時間であれば
より太いものに特徴が得られ、且つ良好な食感を有する即席麺およびその製造方法が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実態形態の１例の表面を示す図。
【図２】本実態形態の１例の断面を示す図。
【図３】本実態形態の１例の膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の粒数を項目ごと
に示すグラフ。
【図４】本実態形態の１例の膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の表面積に対する
面積率を項目ごとに示すグラフ。
【図５】官能試験の結果を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１１】
　多孔質構造を有した麺であり、前記孔に関連し、特に表面においては膨潤しただけで乾
燥されたおよび／または乾燥時澱粉粒内に出来た水蒸気の膨張圧により噴出孔が開いた澱
粉粒が、面積１．０mｍ2当たりに１００～３９０粒数の間で存在し、且つ麺表面に対する
膨潤した澱粉粒および小孔の開いた澱粉粒の占める面積率が４５～８０％の間である即席
麺である。
【００１２】
　本即席麺は、表面から内部に亘り本多孔質構造を有する。
【００１３】
　図１（ａ）に本即席麺の表面の写真を写す。写真は５００倍でデジタルマイクロスコー
プを使用して撮影した写真である。比較のために、一般的な従来の即席麺の表面を同様に
撮影した写真を図１（ｂ）に示す。
【００１４】
　図１（ａ）に示すように、本即席麺は、表面に細かな多数の孔と粒状の白い円が麺表面
全体を覆っている。粒状の白い円は、蒸し工程にて膨潤した澱粉粒が乾燥工程にて内部で
発生した水蒸気の膨張圧でも噴出孔が出来ず、その表面を澱粉に由来する薄膜にて粒を維
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持した状態で乾燥されていると考えられる。図１（ｂ）と比較して明らかであるように、
本即席麺は、従来の即席麺と比較して膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒が麺表面
に多く存在している。また、本即席麺は崩壊し形が崩れた澱粉粒が少ない。
【００１５】
　図２（ａ）は、本即席麺の断面写真である。写真は、走査型電子顕微鏡で１８０倍で観
察および撮影した写真である。比較のために一般的な従来の即席麺の断面を同様に撮影し
た写真を図２（ｂ）に示す。図２（ａ）および（ｂ）の上方が麺表面である。
【００１６】
　図２（ａ）に示す本即席麺の断面は、上部の麺表面から内部にまで細かな穴が存在する
多孔質構造を有する。また、本即席麺は崩壊しない澱粉粒が数多く残っている表面（即ち
、粗面）を有する。これに対して、図２（ｂ）に示す一般的な従来の即席麺の場合、表面
が糊化された澱粉で覆われているために滑らかな表面（即ち、滑面）を有する。これは、
製造工程において、生地に含まれる澱粉粒が膨潤し、崩壊することにより、澱粉粒として
の形が崩れ、澱粉質の糊化が進むためであると考えられる。
【００１７】
　ここで「澱粉粒」とは、生地に含まれる澱粉の粒を指す。また更に最終品としての「即
席麺」における「澱粉粒」とは、澱粉粒の形態または輪郭を維持した状態で蒸し工程およ
び乾燥を経た、生地に含まれる澱粉の粒に由来する澱粉質の領域を示す。
【００１８】
　従来の即席麺が製造される工程において、生地に含まれる澱粉粒は蒸し工程で膨潤する
。このような従来の即席麺の蒸し工程における蒸しの程度が進むにつれて、澱粉粒は膨潤
し、最大限に膨潤された澱粉粒の多くはやがて崩壊し、糊化される。従来の即席麺の製造
の蒸し工程においては、輪郭のない、または輪郭の不明瞭な、即ち澱粉粒としての形状を
維持しない状態で表面を覆う糊化された澱粉が多く存在するようになる。このような従来
の蒸し工程を経た麺は、その後乾燥される。
【００１９】
　これに対して本即席麺の場合、蒸し工程において澱粉粒は膨潤されるが、蒸し工程にお
いて崩壊にまでは至らない澱粉粒が多い。本即席麺においては、生地に含まれる澱粉粒の
膨潤が生じても、最大限に膨潤されて崩壊する澱粉粒は従来に比べて少なく、従って、澱
粉粒の形態、または澱粉粒の輪郭が維持された状態のものが従来に比べて多い。本即席麺
の製造の蒸し工程において、加熱による澱粉質の膨潤および／または糊化は従来の即席麺
に比べて低い。そのため、最終産物としての本即席麺の表面には、従来の即席麺と比較し
てより多くの、澱粉粒の形状または澱粉粒の輪郭がはっきりと残って存在している。
【００２０】
　本即席麺は、多孔質構造を有した麺であり、特に麺表面において膨潤したおよび／また
は小孔が開いた澱粉粒が、面積１．０ｍｍ2当たりに、面積率４５～８０％、好ましくは
５０～７５％、より好ましくは５５～７０％の範囲で、１００～３９０粒数、好ましくは
１５０～３４０粒数の間、更に好ましくは１６５～３２５粒数で存在する。
【００２１】
　膨潤したおよび小孔の開いた澱粉粒の粒数を項目ごとに示す例を図３に示す。横軸が項
目であり、縦軸が粒数（個）である。図３のグラフの右から３つ目までのデータが従来の
即席麺を示すデータであり、同グラフの左から２つ目までのデータが本即席麺を示すデー
タである。ここで、従来の即席麺の場合、表面を形成するのは、乾燥工程において澱粉粒
が崩壊し形が崩れて乾燥した（即ち、糊状の）固化物と、膨潤した澱粉粒と、小孔が開い
た澱粉粒が存在する。従って、膨潤した澱粉粒と、小孔が開いた澱粉粒の存在の状態を観
察することにより、本即席麺における澱粉の状態と、従来の即席麺における澱粉の状態と
を適切に評価することが可能であると考えた。
【００２２】
　後述の実施例において詳しく示すが、図３に本願の即席麺と従来の即席麺との表面状態
を実施例と比較例として比較したグラフを示している。このグラフの左から１つ目が本願
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発明の即席麺である実施例１であり、同３つ目が従来の即席麺である比較例１であり、更
に左から２つ目が本発明の即席麺である実施例２であり、同４つ目が従来の即席麺である
比較例２である。これらの実施例と比較例は、同じ組成の生地を用いて異なる蒸し条件で
製造されたものである。本即席麺と従来の即席麺について得られた値の間には統計的な有
意差がある。
【００２３】
　本即席麺の麺表面積に対する膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の占める面積の
割合（即ち、面積率）は４５～８０％、好ましくは５０～７５％、より好ましくは５５～
７０％の間である。
【００２４】
　後述の実施例において詳しく示すが、本即席麺の膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱
粉粒の表面積に対する面積率を各実施例および各比較例の項目ごとに示す例を図４に示す
。
【００２５】
横軸が各項目であり、縦軸が面積率（％）である。図４のグラフの右から３つ目までのデ
ータが従来の即席麺についての膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の分布を示すデ
ータであり、同グラフの左から２つ目までのデータが本即席麺についての膨潤した澱粉粒
および小孔が開いた澱粉粒の分布を示すデータである。
【００２６】
　図4から分かるように、膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒は、その表面におい
て、本即席麺の方が、従来の即席麺よりも多く存在する。また、図４のグラフの左から1
つ目が本即席麺である実施例1、同３つ目が従来の即席麺である比較例１、さらに同左か
ら２つ目が本即席麺である実施例２、同４つ目が従来の即席麺である比較例２である。こ
れらの実施例と比較例は、同じ組成の生地を用いて異なる蒸し条件で製造されたものであ
る。本即席麺と従来の即席麺について得られた値の間には統計的な有意差がある。
【００２７】
　本即席麺における澱粉の存在状態がその即席麺としての性質を決定づける上で特徴とな
るものであり、且つ本即席麺を特徴付けるものであると考えられる。またここにおいて、
本即席麺は表面における澱粉の存在状態について言及してはいる。しかしながら、断定は
できるものではないが、恐らく本即席麺と従来の即席麺の澱粉の状態は、表面のみに限る
ものではなく、麺内部における澱粉状態についても同様の相違があると推測される。　
本即席麺の太さは、従来の太さでも良いし、同じ湯戻し時間で調理する場合であれば従来
よりも、より太い麺としてもよい。
【００２８】
　本即席麺は、カップに収容されて提供される即席カップ麺であっても、即席袋麺であっ
てもよい。具体的には、例えば、本即席麺は、カップ、箱または袋などそれ自体公知の何
れかの容器に収容された状態で提供されてもよい。例えば、樹脂製の小袋に１食分として
封入されて提供されても、複数食分が纏めて１つの樹脂製の袋に封入されて提供されても
よい。また、１食分または複数食分の本即席麺が、それぞれ小袋に封入されたスープの素
および／またはかやくと共に１つの袋に封入されて提供されてもよい。
【００２９】
　本即席麺の喫食法は、従来通りの簡便な調理操作による喫食方法に準ずる。
【００３０】
　上述した本即席麺は、その構造により従来よりも短時間、例えば、従来と同様の麺形状
であれば、１～２分程度の湯戻しの短縮が可能で、また同じ湯戻し時間であれば形状を太
くおよび/または厚くすることが可能であり、且つ良好な食感を提供することが可能であ
る。
【００３１】
　本即席麺の製造方法は、例えば、次のように行ってよい。まず、主原料を含む麺生地を
用意する。この麺生地から、それ自身公知の何れかの手段により所望の形状の生麺線を作
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製する。得られた生麺線を、蒸し工程と、熱風または油揚げによる乾燥工程との両方の工
程を経ることにより最終的な澱粉の糊化を達成する。蒸し工程における澱粉の糊化は最小
限に、即ち、蒸し工程の熱により澱粉粒が崩壊されずに膨潤された限界の状態とする。そ
の後、乾燥する。乾燥工程は、例えば、高温乾燥、例えば、熱風乾燥または油揚げ乾燥で
あってよい。このような状況で２段階に亘り澱粉を糊化することにより、蒸し工程により
膨潤された澱粉粒が、乾燥工程で澱粉粒内部に出来た水蒸気の膨張圧により噴出孔が開い
て乾燥した領域と、水蒸気の噴出孔が出来ずに膨潤しただけで乾燥して出来た領域を形成
し、それにより細かな多数の孔と、粒状の白い円として観察される部分が発生すると考え
られる。このような状態の観察される多孔質構造を有することにより、本製造方法は、上
述のような短時間で且つ食感の優れた即席麺を提供することが可能である。
【００３２】
　本即席麺の製造時における麺生地の蒸し工程は、従来の即席麺の製造における蒸し工程
と比べて、低温且つ短時間で行われるこのような蒸し条件による工程を特徴として含む製
造方法によって製造されることにより、本即席麺では澱粉粒の崩壊が少ない。これにより
、従来よりも短時間で湯戻しが可能であり、また、同じ戻し時間であればより太い麺を湯
戻しが可能であり、且つ良好な食感を有する即席麺を製造することが可能となる。
【００３３】
　例えば、生麺線の蒸しの条件は次の通りである。蒸し時間は、約３０秒～約３分、好ま
しくは約１分～約２分３０秒である。蒸し温度は、９５℃～１００℃以下、好ましくは９
７℃～９９℃である。
【００３４】
　乾燥工程の条件は、高温乾燥であればよく、例えば、熱風乾燥または油揚げ乾燥であっ
てよい。乾燥温度は、それ自身公知の何れの条件でよいが、油揚げ乾燥にあっては、例え
ば、約１４０℃～約１６０℃、好ましくは約１４５℃～約１５５℃であってよい。乾燥時
間は、約１分～約２．５分での乾燥である。また、熱風乾燥にあっては、約９０℃～１２
０℃であって、乾燥時間は約５分～６０分での乾燥である。
【００３５】
　「主原料」は、これらに限定されるものではないが、例えば、強力粉、準強力粉、薄力
粉およびデュラムセモリナ粉などの小麦粉、並びに例えば、米粉およびトウモロコシ粉な
どを含むそれ自身公知の何れかの穀粉、例えば、ジャガイモおよびタピオカなどの澱粉、
並びにこれらをそれ自身公知の手段により加工した加工澱粉などであってもよい。
【００３６】
　また、本即席麺において、麺生地に含まれる澱粉量を調整することも好ましい。例えば
、主原料の総重量に対して約１５重量％～約５０重量％で澱粉を含んでよく、好ましくは
約重量２０％～約４０重量％で澱粉を含んでよく、より好ましくは約２５重量％から約　
　重量３５％で澱粉を含んでよい。
【００３７】
　本即席麺において使用される澱粉、主原料に含まれる澱粉であっても、主原料に加えて
、天然物由来の澱粉またはそれ自身公知の何れかの手段により加工した加工澱粉であって
よい。
【００３８】
　麺生地は、主原料の他に、更に水、食塩および／またはその他の添加物を含んでもよい
。
【００３９】
その他の添加物の例は、これらに限定するものではないが、かんすい、植物性たんぱく質
、卵粉、やまいも粉、乳化剤、増粘多糖類、色素および食品添加物として通常使用可能な
それ自身公知の添加物を含む。添加物の選択は、最終製品の特徴、例えば、麺の種類など
に応じて、例えば、中華麺、ワンタン、パスタ、うどんおよびソバなどの特徴に応じて行
えばよい。
【００４０】
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　かんすいとは、成分規格に適合する炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウ
ム、リン酸類のカリウム塩もしくはナトリウム塩を原料とし、その１種もしくは２種以上
を混合したもの又はこれらの水溶液もしくは小麦粉で希釈したものをいう（食品衛生法に
基づく食品添加物公定書）。本即席麺の製造方法においては、前記成分規格の要件を満足
するかんすいを使用することができる。また、かんすいとしての作用を奏するものであれ
ば代替物質を使用することも、あるいはかんすいと代替物質とを併用することも可能であ
る。穀粉、食塩、水及びその他の添加剤の配合比率は特に制限はない。
【００４１】
　麺生地の形成は、それ自身公知の何れかの手段を使用してよい。麺生地の形成に通常必
要な材料であって、主原料を含む材料を、例えば、練り合わせればよい。麺生地の形成に
おいて、一般的に材料を練り合せるためには水分が存在する。使用される水分の量は、麺
生地の形成に必要な水分量であればよい。例えば、それ自身公知の従来の何れかの水分量
であればよく、例えば、主原料の総重量に対して約２５重量％～約５０重量％であってよ
い。従来の即席麺を製造する場合、このような水分量の麺生地、例えば、約２０重量％～
約５０重量％を含む麺生地からなる生麺線を蒸す。
【００４２】
　生麺線の形状は、最終製品、例えば、中華麺、ワンタン、パスタ、うどんおよびソバな
どの形態に依存して、一般的に麺として公知の何れの形態であってよい。例えば、中華麺
、スパゲティ、うどんおよびソバなどの場合にはひも状であってよい。しかしながら、シ
ョートパスタの場合では、ひも状に限らずそれ自身公知の任意の形状であってもよい。そ
の場合「生麺線」は「生麺体」と読み替えてよい。或いは、当業者に公知の所望する何れ
かのパスタまたは中華麺に適した何れの形状であってもよい。
【００４３】
　[例]
　実施例１　本即席麺の製造
　主原料としての小麦粉１０００ｇと、加工澱粉を３３０ｇ（主原料に対して約２５％）
とをミキサーに投入した。４７０ｇ（主原料に対して約３５％）の水を別に用意し、これ
に食塩２０ｇ、かんすい５ｇを加えて撹拌溶解した後に、前記ミキサー内に投入し、混練
して麺生地とした。次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して１．１０ｍｍの厚
さとし、１０番角刃で切り出して幅３．０ｍｍの生麺線とした。この生麺線を定量カット
し、澱粉粒を崩壊させない様蒸機庫内の蒸気噴出用配管からの噴出温度をコントロールし
た蒸気を使用し、（例えば蒸気に向けて水を噴き込み、（蒸気流量１００Ｋｇ／ｈに０．
０５から１．０Ｌ／ｍｉｎの量で吹き込む）調湿し温度を下げた蒸気を使用し蒸気噴出用
配管内の温度を１００～１０５℃で安定させる等）庫内温度９８℃の蒸し条件で１分間蒸
した。これを、リテーナーに収納して１５０℃で油揚げして乾燥して、実施例１の即席麺
を得た。
【００４４】
　実施例２　本即席麺の製造
　主原料としての小麦粉１０００ｇと、加工澱粉を５４０ｇ（主原料に対して約３５％）
とをミキサーに投入した。５７０ｇ（主原料に対して約３７％）の水を別に用意し、これ
に食塩２０ｇ、かんすい５ｇを加えて撹拌溶解した後に、前記ミキサー内に投入し、混練
して麺生地とした。この麺生地を用い、ロール圧延で１．３０ｍｍの厚さとすること以外
は実施例１と同様に即席麺を製造し、実施例２とした。
【００４５】
　比較例１　比較用即席麺の製造
　実施例１と同様の組成と同様の方法により生麺線を製造した。この生麺線を定量カット
し、従来通りの蒸気を使用し（蒸気噴出用配管内の温度が高い状態）庫内が温度１０２℃
の蒸し条件で２分間蒸した。これを、リテーナーに収納して１５０℃で油揚げして乾燥し
て、比較例１の即席麺を得た。
【００４６】
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　比較例２　比較用即席麺の製造
　実施例２と同様の組成と同様の方法により生麺線を製造した。この生麺線を定量カット
し、比較例１と同様の条件で蒸しおよび乾燥して、比較例２の即席麺を得た。
【００４７】
　比較例３
　従来製法にて製品化された自社製市販の即席フライ中華麺を比較例３とした。
【００４８】
　比較例４
　従来製法にて製品化された他社製市販の即席フライ中華麺を比較例４とした。
【００４９】
　例１．即席麺の表面
　実施例１の本即席麺および比較例１の従来の即席麺の表面を観察した。
【００５０】
　実施例１の本即席麺および比較例１の従来の即席麺をそれぞれ、石油エーテルで３時間
脱脂し、麺線から余分な油脂を除去した状態で、デジタルマイクロスコープ（キーエンス
、DIGITAL MICROSCOPE VHX-1000）を用いて表面を観察した。その結果を図１（ａ）およ
び（b）に示す。図１（ａ）に示す実施例１の本即席麺は、表面を細かな多数の孔および
粒状の円（即ち、白い円）が表面全体を覆っていた。多数の孔は、乾燥時澱粉粒内部に出
来た水蒸気の膨張圧により噴出孔が外部に向けて開口した澱粉粒であり、白い円は水蒸気
による噴出孔が出来ずに膨潤しただけで、表面の生地に由来する薄膜部にて粒を維持され
た状態で乾燥された領域であると考えられた。
【００５１】
　これに対して、図１（ｂ）に示す、比較例の即席麺は、本即席麺よりもやや大き目の孔
が存在し、且つ粒状の円がまばらに存在するに留まっていた。
【００５２】
　例２．断面の観察
　実施例１の本即席麺および比較例１の従来の即席麺の断面を観察した。
【００５３】
　実施例１の本即席麺および比較例１の従来の即席麺をそれぞれ、石油エーテルで３時間
脱脂し、麺線から余分な油脂を除去した状態で、麺線の相互付着、割れ欠けの無い部分を
選択し、切断し、断面を走査型電子顕微鏡（日本電子JEIL JSM-5800LV）を用いて１８０
倍で断面を観察した。その結果を図２（ａ）および（ｂ）に示す。図２（ａ）および（ｂ
）は、上方が表面側であり、下部に行くに従い麺内部を示している。
【００５４】
　図２（ａ）に示す実施例１では、細かな孔が存在しており、また、崩壊しない澱粉粒が
数多く残っている表面（即ち、粗面）であった。
【００５５】
　これに対して図２（ｂ）の比較例１は、そこに存在する孔が実施例１よりも明らかに粒
数が少なく、また表面は滑らかな（即ち、滑面）状態であった。これは、比較例１が蒸し
工程により十分に澱粉の糊化が達成されているために、表面を糊化された澱粉からなる糊
が覆っているためであると考えられた。
【００５６】
　例３．表面の分析
　実施例１および２、比較例１および２、並びに市販の即席フライカップ中華麺（比較例
３）についてそれぞれの表面を分析した。
【００５７】
　各麺を石油エーテルで３時間脱脂し、麺線から余分な油脂を除去した状態で、デジタル
マイクロスコープ（キーエンス、DIGITAL MICROSCOPE VHX-1000）を用いて表面を撮影し
、画像を記録した。得られた各画像をデジタルマイクロスコープ（500倍（キーエンス、D
IGITAL MICROSCOPE VHX-1000））にて澱粉粒の１つ１つをなぞり、VHX-1000の機能にて、
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それぞれの表面積を自動計算させた後、単位面積当たりの粒数および面積率を算出した。
その結果を図３および図４に平均値とそのばらつきも合わせて示した。
【００５８】
　図３は、膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の粒数を、各実施例および各比較例
の項目ごとに示す。横軸が各項目であり、縦軸が粒数（個）である。図３のグラフの右か
ら３つ目までのデータが比較例を示すデータであり、同グラフの左から２つ目までのデー
タが実施例を示すデータである。
【００５９】
　図３から分かるように本即席麺である実施例は、従来の即席麺である比較例に存在する
膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の約１．５倍量以上の粒数が存在していた。
【００６０】
　図４は、膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒の表面積に対する割合、即ち面積率
を各実施例および各比較例の項目ごとに示す。
【００６１】
　横軸が各項目であり、縦軸が面積率（％）である。図４のグラフの右から３つ目までの
データが比較例についての分布を示すデータであり、同グラフの左から２つ目までのデー
タが実施例についての分布を示すデータである。
【００６２】
　図４から分かるように、表面における膨潤した澱粉粒および小孔が開いた澱粉粒は、本
即席麺である実施例の方が、従来の即席麺である比較例よりも多く存在していた。
【００６３】
　図３、４で得た平均値から面積率％と粒数について平均値の偏差の分布を算出すると、
本即席麺の膨潤したおよび小孔が開いた澱粉粒の面積１．０ｍｍ２当たりの面積率は、４
５～８０％、好ましくは５０～７５％、より好ましくは５５～７０％の範囲で粒数は１０
０～３９０粒数、好ましくは１５０～３４０粒数の間、より好ましくは１６５～３２５粒
数に存在する
　例４．官能試験
　実施例１および、比較例１、比較例３および比較例４について官能試験を行なった。
【００６４】
　実施例１および比較例１、比較例３および比較例４をそれぞれ湯戻しした後に１０名の
パネラーにより評価を行い、その評価を５段階評価、即ち、専門パネラー１０名による５
点法で行なった。
【００６５】
　それぞれの湯戻しは次のように行なった。実施例1および比較例１については熱湯を注
ぎ、５分間湯戻しした。比較例３および４については熱湯を注ぎ、５分間湯戻しした。比
較例３および比較例４は製造者が推奨する標準的な調理法である。
【００６６】
　評点は次の通りである；５＝非常に良い、４＝やや良い、３＝良い、２＝やや悪い、１
＝悪い。結果を表１に示す。
【表１】

【００６７】
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　以上の結果から、比較例に比べて実施例の方が、湯戻りが良く、更に、滑らかさと歯切
れなどの食感についての評価が優れていることが分かった。
【００６８】
　例５．官能評価
　実施例１、比較例１、比較例３および比較例４について、複数の食感に関する評価項目
について定量的記述分析法（Quantitative Descriptive Analysis ;　QDA法）により官能
評価を行った（日本官能評価学科誌Vol 6, No.2, 　pp. 138-145, 2002）。各即席麺の調
理は例４と同様に行なった。
【００６９】
　使用したＱＤＡ法による官能検査は、それ自身公知の標準的なＱＤＡ法による官能評価
を麺食感評価に応用した分析型官能評価である。ＱＤＡ法による官能評価法は、個人差を
最小限にした統計的な信頼性を有する客観的評価法である。評価者は、分析機器と同等の
精度を発揮できるようにＱＤＡ法に基づきトレーニングされた者である。複数の食感に関
する指標、例えば、弾性および復元性などについて数値データを得た。それらの数値デー
タから総合的な特徴を把握するために、統計学的処理である主成分分析を行った。その結
果を図５に示す。
【００７０】
　図５に示すマッピングでは、主成分１が食感の弾力や湯戻りに関する指標、主成分２が
滑らかさや経時変化に関する指標を表している。この評価により、本願発明に従う即席麺
は、これまでの即席麺類に無かった戻りの良さと滑らかな喉越しを有するなど優れた食感
を有することが明らかとなった。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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